
船舶事故等調査報告書 

平成２３年９月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１神第７９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年３月１１日 １７時００分ごろ 

発生場所 和歌山県和歌山下津港下津区 和歌山県海南市所在の下津牛ケ首防波堤

灯台から真方位１３２°５３０ｍ付近 

（概位 北緯３４°０６.７′ 東経１３５°０８.７′） 

事故等調査の経過 平成２３年５月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第一東西
とうざい

丸、１５６トン 

   １２８７３８、東西海運株式会社 

Ｂ 給水船 給 水
きゅうすい

丸、９６.４２トン 

１２５０６２、下津港湾給水株式会社 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

死傷者等 なし 

損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首部及び船尾部に凹損 

事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、和歌山下津港下津区の県営桟橋

から避難しようとして離桟作業中、船長Ａがクラッチ操作を誤り、平成

２３年３月１１日１７時００分ごろ、Ａ船の船首部がＢ船の船尾部と衝

突し、その衝撃でＢ船の船首部が岸壁に衝突した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：潮汐 低潮期 

大津波警報発表中 

その他の事項 Ｂ船は、県営桟橋基部の岸壁に船首を岸壁に向けた状態で係留してい

た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、和歌山下津港下津区の桟橋で離桟作

業中、船長Ａがクラッチ操作を誤ったことか

ら、岸壁に係留中のＢ船と衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、Ａ船が、和歌山下津港下津区の桟橋で離桟作業中、船長Ａ

がクラッチ操作を誤ったため、岸壁に係留中のＢ船と衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

 




